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第１章 北朝鮮核問題と核不拡散体制 
 

戸﨑 洋史 
 

はじめに 

 北朝鮮の核問題は、2005年５月に開催される核不拡散条約（NPT）運

用検討会議において、重要な問題として取り上げられるであろう。直接的

には、NPTに非核兵器国として署名・批准した北朝鮮が、条約からの脱

退を通告し、核兵器の保有を公言しているからである。その北朝鮮は、

NPT、ならびにNPTを中心とする核不拡散体制の抜け穴や構造的欠陥を

巧みに「活用」して核兵器開発を推進するとともに、米国や国際社会など

との交渉を自国に有利に運ぼうとしてきた。運用検討会議では、そうした

抜け穴や構造的欠陥についても活発な議論が展開されるとみられる。北朝

鮮の核問題は、間接的ではあるが、そうした意味でも運用検討会議での議

論に大きな影響を与えることになろう。 

 北朝鮮に「活用」されてきた核不拡散体制は、北朝鮮の核問題という深

刻な挑戦に、必ずしも効果的に対応してきたわけではない。核不拡散体制

に向けられた不満の１つは、まさにこの点にあった。カーペンター（Ted 

Galen Carpenter）は、1994年の時点で、「北朝鮮の核計画についての…

危機は、NPTに象徴される世界的な不拡散体制が無情にも失敗している

ことを示す…証拠にすぎない(注1)」と断じていた。ブラッケン（Paul 

Bracken）は、冷戦後を「第二次核時代（second nuclear age）」と位置

付けた上で、冷戦期の「第一次核時代」に構築された核不拡散体制は「第

二次核時代」における核兵器の拡散を防止できなかったとし、米国の拡散

問題に対する政策の変化の大きさ―核兵器を含む大量破壊兵器の不拡散

（non-proliferation）から、拡散対抗（counterproliferation）への重心

の移動―は、核不拡散体制が「最終的に力尽きてしまったことを示して

いる(注2)」と結論付けた。これらは、若干誇張された見方ではある。とは

いえ、「1990年代に（核不拡散）体制にひびが入り始め、それが大きくな

り、同体制全体の安定性を脅かすのに十分なほど深刻となっている(注3)」

ことは事実である。 

 本稿ではまず、「第二次核時代」を代表する拡散懸念国の北朝鮮が、い
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かにして核不拡散体制を「活用」してきたかを概観する。第二に、2001年

のブッシュ（George W. Bush）米政権発足以降、北朝鮮が核不拡散体制

の「活用」を放棄し、核不拡散体制のグレーゾーンから脱しつつある現状

を考察する。第三に、核不拡散体制が北朝鮮の核問題との関連で果たしう

る役割について検討する。 

 

１．核不拡散体制の「活用」 

(1) 北朝鮮のNPT加入 

 北朝鮮は、ソ連に核関連科学者を派遣した1956年以降、主にソ連の協力

を得て核開発を進めた。この時、北朝鮮にすでに核兵器取得の意思があっ

たか否かは定かではないが、北朝鮮はソ連と原子力協定を締結し、1965年

には２MW研究炉の供与を受けた。他方で北朝鮮は、1968年に成立した

NPTには、長く加入しなかった。 

 1980年代はじめに米国は、北朝鮮が寧辺に、独自に新たな原子炉を建設

しているのを探知した。米国は、北朝鮮がその５MW原子炉を核兵器用プ

ルトニウムの生産に用いるのではないかと懸念し、ソ連に対して、北朝鮮

にNPT加入の働きかけを行うよう求めた。これに応じたソ連が北朝鮮に

圧力をかけた結果、北朝鮮は1985年にNPTに加入した。ソ連は、この見

返りとして、北朝鮮に４基の軽水炉供与を約束した。 

 NPT第２条では、締約国である非核兵器国は、「核兵器その他核爆発装

置又はその管理を…受領しないこと、核兵器その他の核爆発装置を製造せ

ず又はその他の方法によって取得しないこと及び核兵器その他の核爆発装

置の製造についていかなる援助をも求めず又は受けないこと」と規定して

いる。同時にNPTは、「平和目的のために原子力の研究、生産及び利用を

発展させることについてのすべての締約国の奪い得ない権利に影響を及ぼ

すものと解してはならない」（第４条）としている。北朝鮮は、NPT加入

時には核兵器取得の意思を持っていたとみられ、NPT加入によって、秘

密裡の核兵器開発に「平和」利用のカバーをかぶせるだけでなく、核兵器

製造に必要な技術、関連資機材あるいはノウハウなどを「平和」利用を通

じて合法的に取得しようとしたといえる。 

 核不拡散体制をこうした悪しき目的で「活用」する場合、その障害とな

るのが、NPTの下で国際原子力機関（IAEA）により実施される包括的保
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障措置である。包括的保障措置の目的は、NPT締約国である各非核兵器

国が、「原子力が平和的利用から核兵器その他の核爆発装置に転用される

ことを防止」（NPT第３条１項）することである。秘密の核兵器開発を進

めていた北朝鮮にとってみれば、これを探知する可能性のある包括的保障

措置の受諾に慎重であったのは当然といえよう。NPT締約国である非核

兵器国は、条約加入から180日以内にIAEAと包括的保障措置協定の交渉

を開始し、交渉開始日から18カ月以内に協定を発効させなければならない

が（NPT第３条４項）、北朝鮮は、その締結を拒み続けた。同時に北朝鮮

は、IAEA包括的保障措置協定締結の条件として、米国からの脅威の低減、

とくに在韓米軍が配備していた核兵器の撤去を求め、米国との交渉を有利

に運ぶツールとしてこのことを「活用」しようとした。 

 包括的保障措置協定を締結・発効させないという北朝鮮の行為は、

NPT違反である。しかしながら、NPTには、締約国の不遵守に対する措

置は規定されていない。北朝鮮は、NPTのこうした構造を利用し、核不

拡散体制のグレーゾーン―NPTに加入して核不拡散義務を少なくとも

表面上は受諾し、また原子力平和利用の権利を享受する一方で、IAEA包

括的保障措置協定を締結せず、義務の履行を検証させない―に留まるこ

とで、秘密裡に核兵器を開発すること、ならびに対米交渉を有利に運ぶこ

とという目的を達成しようとしたといえる。 

 

(2) NPT脱退通告とIAEA脱退 

 北朝鮮が求めてきた在韓米軍からの核兵器の撤去は、冷戦の終結という

安全保障環境の激変のなかで、1991年に実現した。これは、ソ連崩壊の過

程でソ連の核兵器管理に対する懸念が高まったことを受け、世界各地に配

備された米ソの非戦略核兵器を撤去する動きの一環としてなされたもので

あり、北朝鮮による核不拡散体制の「活用」が成功した結果ではなかった

が、北朝鮮があげていたIAEA包括的保障措置協定締結の条件が、はから

ずも整うこととなった。 

 1991年12月には、韓国と北朝鮮の間で南北非核化共同宣言が結ばれ、核

兵器の実験、製造、生産、受領、保有、貯蔵、配備および使用が禁止され

たのに加えて、ウラン濃縮および再処理の禁止が規定され、さらに両国が

相互査察を実施することも合意された。濃縮・再処理の禁止は、NPTの
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義務を超えて原子力平和利用にも一定の、しかし重大な制約を課すものと

して注目された。そして1992年１月、IAEAと北朝鮮との間で包括的保障

措置協定が締結された。 

 この協定に従って、北朝鮮は冒頭申告を行い、IAEAはこれを検認する

ために、1992年６月から翌年２月にかけて特定査察（ad hoc inspection) 

を実施した。その結果、北朝鮮がIAEAに申告した以上にプルトニウムを

抽出していたのではないかという疑いが強まった。これを受けてIAEAは、

1993年２月、北朝鮮に対して特別査察（special inspection）を要求した。

北朝鮮は、この要求を拒否するとともに、同年３月12日にNPTからの脱

退を通告した。 

 北朝鮮は、NPT脱退の理由として、米国の軍事的脅威とIAEAの偏向し

た姿勢をあげた。同時に北朝鮮は、NPT脱退を再考する条件として、北

朝鮮に対する米国の核兵器の脅威の停止、米韓軍事演習（チームスピリッ

ト）の恒久的な中止、ならびにIAEAによる加盟国の独立の尊重などを列

挙した。こうして北朝鮮は、NPT脱退通告を通じて、「再び米朝間の地域

的取り決めに誘導しようとした(注4)」。以後、その核問題の取り扱いを同

体制の下ではなく米朝間で行うよう仕向けるため、またそのなかで対米交

渉を有利に運ぶツールとして、核不拡散体制を「活用」しようとした。 

 米国は1993年６月に、北朝鮮との二国間協議を受け入れた。「北朝鮮の

NPT違反を厳格に追及するよりも、過去の行動は不問に付してNPT体制

にとどまらせ、核計画を放棄させる方が北東アジアの安全保障にとって有

益であると判断(注5)」したためであった。そして、北朝鮮のNPT脱退が発

効する前日の６月11日、米朝共同声明が発出された。共同声明には、北朝

鮮がNPT脱退の発効を停止（suspend）することなどが明記されたが、北

朝鮮は、「この合意文書が、北朝鮮に交渉相手としての政治的な正当性を

授与するという理由から、これを重要な政治シンボルと高く評価し

た(注6)」とされる。 

 この間、IAEA理事会は1993年３月および４月に、国連に対して北朝鮮

の保障措置協定違反を報告した。これを受けて国連安全保障理事会は、５

月11日に決議825号を採択した。その内容は、北朝鮮にNPT脱退を撤回す

ること、ならびに保障措置義務を尊重することなどを求めるものであった

が、北朝鮮に対する制裁措置は盛り込まれなかった。北朝鮮は、米朝共同
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声明以降も、IAEA査察を受諾すると述べつつ実際の活動は妨害し、1994

年５月には、５MW原子炉の燃料棒取り出しをIAEAの立会いなしに行っ

た。1994年６月10日、IAEA理事会は、北朝鮮が保障措置協定を遵守して

いないとし、医療関連を除く原子力関連技術援助を停止するという決議を

採択した。これに対して北朝鮮は、６月13日にIAEAから即時脱退を通告

した。 

 北朝鮮によるIAEA脱退は、NPT脱退通告と同様、核不拡散体制から離

脱するという行為であるが、その含意は異なっている。北朝鮮にとって

IAEAは、保障措置の実施によって自国の秘密裡の核兵器開発を探知し阻

害する存在であった。IAEA脱退には、危機を高めることで米国からの妥

協を引き出すという狙いも当然含まれていたのであろうが、主眼はおそら

く、核兵器開発の障害を除去することであったと思われる。また、NPT

には違反に対する措置についての規定はないが、IAEA憲章には、加盟国

が保障措置協定に違反した場合、IAEA理事会は、その違反をすべての加

盟国、ならびに国連の安保理および総会に報告し、さらに援助削減・停止

や加盟国の特権の停止などの制裁を課すことができるという規定が設けら

れている（第12条C）。国連安保理は、この報告を受けて、非軍事的ある

いは軍事的措置の実施を決定することができる。IAEA保障措置協定の文

脈に限定されるものの、核不拡散義務に違反しているか否かは、NPTで

はなくIAEAによって決定され、IAEAが制裁、あるいは国連への報告を

行うことから、北朝鮮によるIAEA脱退は、制裁に関するプロセスの回避

を目的としたものともいえよう。 

 

(3) 米朝「合意された枠組み」 

 米国は、1993年６月以降も、主として米朝二国間交渉を通じて北朝鮮核

問題の解決を模索した。 

 核不拡散体制の下では、核不拡散義務違反への対応は、最終的には

IAEAおよび国連安保理の決定に委ねられている。しかしながら、そこで

の協議は、理事国の利害や思惑に左右され、妥協点が模索されるため、時

間を要し、しかも効果的な対応が決定できないケースが少なくない。また

安保理で決定され得る対応には、非難決議の採択や、非軍事的あるいは軍

事的な制裁措置があげられるが、それらが遵守の確保にどれだけ資するの
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かという疑問に加えて、安保理理事国が制裁措置を積極的に決定するとは

考えにくいという側面も無視できない。北朝鮮に対する制裁措置の発動は、

北朝鮮からの甚大な軍事的報復を招く可能性もある。外科的爆撃

（surgical strike）によっても、秘密裡のものも含めてすべての核関連施

設を破壊できるとは限らない。米国は、北朝鮮に対する制裁措置の発動を

通じた核不拡散義務の強制・強要が難しい状況において、北朝鮮への関与

を含めた柔軟な対応を選択した。 

 米国が、冷戦後の国際秩序再構築を進める上で、核兵器を含む大量破壊

兵器の不拡散体制の維持および強化を最優先課題の一つとしていたこと

も(注7)、一見矛盾するようではあるが、米国が核不拡散体制ではなく北朝

鮮との二国間協議を通じて北朝鮮の核問題の解決を図ろうとした要因にあ

げられよう。核不拡散体制の動揺を回避し、同体制の信頼性が低下するの

を防ぎ、さらに1995年のNPT運用検討・延長会議でNPT無期限延長を達

成するためにも、この核問題が迅速に解決される必要があったからである。 

 一年以上にわたる米朝協議を経て、1994年10月21日に、両国は「合意さ

れた枠組み（Agreed Framework）」に署名した。「合意された枠組み」は、

最終的な目標を北朝鮮の核兵器開発能力の廃棄としつつも、当面はこれを

凍結するというものであった。その意義は、もちろん過小評価されるべき

ではない。北朝鮮が、建設していた50MWおよび200MW原子炉を稼動さ

せ、それらから生じる使用済み燃料を再処理すれば、年間30～50発の核兵

器に相当する量のプルトニウムを生産できたという分析もある(注8)。 

 他方で「凍結」は、一時的なものとはいえ、北朝鮮に核兵器開発能力、

なかでも北朝鮮が抽出したとされる核兵器１～２個分相当のプルトニウム

の保有、ならびに核兵器４～５個分のプルトニウムを生産できる8000本の

燃料棒の保有を黙認するものであった。加えて北朝鮮は、核兵器開発を凍

結し、黒鉛減速炉を最終的には解体する見返りとして、２基の軽水炉と、

代替エネルギーとしての重油の供給を得ることとなり、さらに米国から消

極的安全保障（negative security assurance）が与えられた。IAEAによ

る査察は、当面は凍結対象とならない施設で実施され、軽水炉の重要な部

分が完了し、中心的な核関連機器が搬入される前の段階でIAEA包括的保

障措置協定の履行に移行されることとなった。 

 米国は、核不拡散体制の下での解決が難しい北朝鮮核問題を、北朝鮮に
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対する関与を含む現実的な対応によって収束させようと試みた。クリント

ン（Bill J. Clinton）「政権首脳陣は、…北朝鮮の過去の活動を解明する

IAEA査察の引き伸ばしを意味することがあっても、事後の北朝鮮のプル

トニウムの製造と再処理を停止させたほうが得策(注9)」だと考えたからで

ある。その結果が、「合意された枠組み」の締結であった。 

 しかしながら、「合意された枠組み」には、核不拡散体制の規範やルー

ルに反する内容が盛り込まれた。北朝鮮が核不拡散義務に違反したにもか

かわらず、その核兵器開発能力の保持を一時的なものとはいえ黙認し、

IAEA包括的保障措置協定の完全な実施も先送りした「合意された枠組

み」は、核不拡散体制に、北朝鮮のための新たなグレーゾーンを作り出し

たともいえる。 

 「合意された枠組み」は、北朝鮮からみれば、「米国との外交的、政治的、

経済的関係を確立することによって体制の生き残りを保障(注10)」するも

のでもあった。加えて、「北朝鮮にとっての『枠組み合意』の含意は、最

小の政治的代価と引き換えに最大の経済的恩恵を引き出す一方、交渉を有

利に運ぶテコに使うか、さもなければ『合意』の破棄可能性をちらつかせ

るため、彼らの核開発意図を曖昧にし続けることにあ(注11)」り、しかも

北朝鮮が決断すれば、「凍結」された核兵器開発能力を「解凍」すること

も可能であった。 

 こうして北朝鮮は、核不拡散体制のグレーゾーンに留まり、さらには

「合意された枠組み」でこれを新たに作り出すことによって、極めて巧み

に核不拡散体制を「活用」していったといえる。 

 

２．グレーゾーンからの脱却と核兵器の「活用」 

(1) NPT脱退の再通告 

 2001年１月、米国では民主党のクリントン政権に替わって、共和党のブ

ッシュ政権が成立した。共和党は、前政権の北朝鮮政策、とりわけ「合意

された枠組み」に批判的であったことから、ブッシュ政権の政策が注目さ

れた。 

 ブッシュ大統領は６月、北朝鮮政策の見直しが完了したと発表した。そ

の内容は、「合意された枠組み」の改善された履行、北朝鮮のミサイル計

画の検証可能な抑制と輸出の禁止、ならびに通常戦力態勢の脅威低減を含
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む幅広い問題について北朝鮮と真剣に議論すること、ならびにこれらの議

論を包括的アプローチの枠組みで追求することというものであった(注12)。

この翌月、プリチャード（Charles L. Pritchard）朝鮮半島エネルギー開

発機構（KEDO）米代表（当時）は、「合意された枠組み」で示された

「中心的な核関連機器搬入の日は、未だ将来のことではあるが、北朝鮮は、

KEDOプロジェクトの深刻な遅延を回避するために、すぐに積極的な協

力を開始しなければならない(注13)」として、包括的保障措置の完全な履

行を前倒しして行うよう北朝鮮に求めた。 

 米国の北朝鮮に対する姿勢は、米国における９.11テロ以降、一層厳し

いものとなった。米国は、「テロとの戦争」を遂行するうえで、大量破壊

兵器を保有するテロ支援国家としての「ならず者国家」に対する脅威認識

を高めた。ブッシュ政権が2001年末に議会に提出した核態勢見直し

（Nuclear Posture Review）では、北朝鮮を年来の軍事的懸念の一つと

位置付け、北朝鮮に対する核兵器使用の可能性を排除していないことを示

唆した。さらにブッシュ大統領は、2002年１月の一般教書演説で、北朝鮮、

イラクおよびイランを「悪の枢軸（axis of evil）」と名指しし、「米国は国

家の安全を確保するためには必要なことを行う(注14)」として、これらの

国に対する軍事力の行使および体制転覆（regime change）をも示唆した。 

 こうしたなかで、2002年10月の米朝協議において、北朝鮮が米国にウラ

ン濃縮施設建設計画を含む核兵器開発を継続していたことを認めたと報道

された。その後、北朝鮮はウラン濃縮施設建設計画の存在を否定する一方

で、米国に対して、北朝鮮の自主権（sovereignty）を認定し、不可侵を

確約し、経済発展を阻害しないよう求めるとともに、不可侵条約―北朝

鮮に対する核兵器の不使用を含む―の締結を提案した(注15)。米国は北

朝鮮の提案を受け入れず、北朝鮮に核開発計画の放棄を要求した。また

KEDOは、北朝鮮の「合意された枠組み」違反に対して、2002年12月以

降の重油供給の停止を決定した。これに対して北朝鮮は、12月にIAEA査

察官を国外退去させ、2003年１月10日、米国の敵視政策を安全保障上の深

刻な脅威であると主張して、「NPTからの脱退の自動的かつ即時発効」を

通告した(注16)。 

 興味深いのは、北朝鮮のNPT脱退通告に対する米国をはじめとする国

際社会の反応が、1993年時とは大きく異なり、実質的にはほとんど無視に
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近いものだったことである。北朝鮮によるNPT脱退は、NPT第10条１項

によれば、通告より３カ月後の４月10日に発効することになる。国際社会

は、当然ながら北朝鮮を非難し、脱退通告の撤回を求めた。日本も外務大

臣談話として、「北朝鮮がこのような決定を行ったことは極めて遺憾であ

り、重大な懸念を有して」おり、「北朝鮮が今般の決定を直ちに撤回し、

核開発計画を廃棄するための迅速な行動をとることを強く求め(注17)」た。

他方で米国は、４月９日に、以下のように述べた。 

「政府は、北朝鮮の脱退通告が第10条の要件を満たしているか否かに

ついて特定の立場をとらない。現在のところ、北朝鮮の４月10日以降

のNPT上の法的地位に関して、合意する必要はないと考える。この

法的問題に関する議論は、安保理および地域における、進行中の多国

間協議を本筋からそらすおそれがある。真の戦略的問題、すなわち北

朝鮮の核兵器計画の完全かつ検証可能で不可逆的な廃棄を得ることに

焦点を当てておくのが重要である(注18)」。 

 2003年４月末に開催されたNPT運用検討会議第2回準備委員会では、冒

頭、議長が北朝鮮のネームプレートを「預かる」ことで、北朝鮮のNPT

上の法的地位の問題を曖昧化し、さらに会議ではこの問題を議論しないこ

ととした。ネームプレートを「預かる」というやり方は、翌年の第３回準

備委員会でも踏襲された。 

 北朝鮮のNPT脱退が成立しているか否かの判断は、北朝鮮にNPTの下

での核不拡散義務が適用されるか否かが決定されるという意味で、重要な

はずである。脱退が成立しているとすれば、北朝鮮は、核不拡散義務に拘

束されることなく、核兵器に関連する活動を自由に行うことができる。だ

からこそ1993年の脱退通告は、米国をはじめとする国際社会に大きな衝撃

を与えたし、北朝鮮からみればカードとして有効に機能したのであった。 

 2003年の脱退通告に対する国際社会の対応は、核不拡散体制内に新しい

グレーゾーン―NPT締約国であるか否かの法的地位が明らかではない

「NPT締約国」が存在する―を作り出すものといえなくもない。「長期

的な視点で見た場合、…NPTという最も重要な軍備管理条約上の義務の

有無を意図的に曖昧なままにしておくということであり、それは軍備管理

条約上の義務の軽視…にも繋がり兼ねない悪しき前例を作ることにならな

いか(注19)」という懸念も示されている。しかしながら、米国の最優先課
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題がイラク戦争であったことの影響は無視できないものの、国際社会は、

北朝鮮に脱退通告をカードとして「活用」させないという政治的な考慮を

重視し、北朝鮮によるNPTおよびNPTの下での核不拡散義務からの脱退

を「政治的」に認めず、こうした対応が準備委員会の場で追認されていっ

たといえる。 

 

(2) CVID 

 北朝鮮はNPT脱退通告後、危機の一層のエスカレートを試みた。北朝

鮮は、５MW原子炉、続いて再処理施設の再稼動を発表し、また「核抑止

力の保有」をたびたび公言した。2004年１月には米国の訪問団を受け入れ、

一部の核関連施設を視察させるとともに、再処理された「プルトニウム」

を見せ、「核抑止力の証拠を示した」とした(注20)。そして、核問題解決の

提案として、北朝鮮は米国に、不可侵の保証、米朝外交関係の確立、なら

びにエネルギー支援などを要求し、米朝二国間協議の開催を働きかけた。 

 これに対して米国は、北朝鮮の違反や脅しに見返りを与えることになる

として、二国間協議には応じず、多国間協議で北朝鮮核問題を議論し、解

決するよう求めた。また米国は、北朝鮮に「安全の保証（security as-

surances）」を約束する用意はあるとしながら、その条件にあげたのは、

北朝鮮による「CVID」、すなわち「核計画の完全かつ検証可能で不可逆

的な廃棄（complete, verifiable, irreversible dismantlement of North 

Korean nuclear programs）」であった。 

 「CVID」は、ブッシュ政権が北朝鮮に対して、NPTを超えた核不拡散

義務を極めて厳格に適用するという方針、ならびに北朝鮮が核不拡散体制

のグレーゾーンに留まることを認めないという姿勢を明確に示したものと

いえる。「合意された枠組み」は、北朝鮮による核兵器開発計画を凍結す

るものの、その保有を、一時的とはいえ黙認するものであった。これに対

してブッシュ政権は、北朝鮮核問題の解決に「凍結」の段階が含まれるこ

とは認めるものの(注21)、それは「CVID」の第一段階であることが明確に

されなければならないとして、「凍結」によって北朝鮮がグレーゾーンに

留まる余地を、極力小さくしようとしている。 

 またブッシュ政権は、北朝鮮に、厳格な査察の下で核計画の廃棄を行う

よう求めている。これは、核不拡散義務は受諾するが、自国の核兵器計画
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を損なわないものを除いて検証は受け入れない、ということによって作り

出されるグレーゾーンに北朝鮮が留まることを、米国は容認しないという

ものである。 

 加えてブッシュ政権は、北朝鮮に、核
・
兵
・
器計画ではなく核計画の廃棄を

求めている。これには原子力発電などの平和利用も含まれ、「平和」利用

を名目とする核活動が核兵器開発に転用される可能性をゼロにすることを

目的としている。原子力平和利用は、NPTで認められた締約国の「奪い

得ない権利」であるが、米国は、核不拡散義務に違反し続けた北朝鮮には

CVIDの原則の下でそうした権利を認めないことにより、核兵器開発の芽

を摘み取ろうとしている。 

 北朝鮮が核不拡散体制を「活用」できたのは、同体制のグレーゾーンに

留まることができたからであった。ブッシュ政権の政策は、北朝鮮がグ

レーゾーンに留まることを許容しないというものであり、こうした政策が

成功すれば、北朝鮮が核不拡散体制を「活用」できる余地は極めて狭いも

のとなるであろう。これにより、北朝鮮が核不拡散体制の「活用」を断念

して、「安全の保証」、あるいはエネルギーや食糧などの支援を得るために

「CVID」を受諾し、核不拡散義務を完全に遵守することになれば、地域

および国際安全保障にとっても核不拡散体制にとっても好ましいことはい

うまでもない。 

 しかしながら、北朝鮮が「CVID」を受け入れる可能性が高いわけでは

ない。北朝鮮は、イラクの経験から、「査察と武力行使の『連続

性』(注22)」を教訓として得ており、CVIDは「敗戦国のように武装解除を

強いる」もので、「『まず核計画を廃棄』して、『CVID』を通じて『われ

われのシステムを転覆する』試み」と捉えている(注23)。そうした北朝鮮

が、厳格かつ侵入的な査察を受諾するとは考えにくい。2004年２月末の６

者協議では、北朝鮮は、「核
・
兵

・
器計画の完全な放棄」の用意があると表明

したものの、日米韓が求めた「核計画の完全かつ検証可能で不可逆的な放

棄」は受け入れなかった。 

 

(3) 北朝鮮によるグレーゾーンからの脱却 

 北朝鮮は、2004年６月以降、６者協議への参加を拒否してきた。その理

由の一つは、同年11月に行われた米国の大統領選挙を見極めることであっ
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た。北朝鮮は、民主党のケリー（John F. Kerry）候補の大統領就任を望

んだが、ブッシュ大統領が再選される結果となった。 

 第二期ブッシュ政権では、ライス（Condoleezza Rice）国務長官が、

承認前の公聴会で北朝鮮などを「圧制の拠点（outposts of tyranny）」と

して非難したものの、ブッシュ大統領の一般教書演説では、北朝鮮問題に

はほとんど言及せず、中東問題に比べて優先順位が低いことを示唆した。 

 ブッシュ政権への批判を繰り返していた北朝鮮は、2005年２月10日の外

務省声明で、６者協議への参加を無期限中断するとともに、「自衛のため

に核兵器を製造した」ことを明らかにし、さらに「核兵器庫（nuclear 

weapons arsenal）を増強する」と宣言した(注24)。３月31日の外務省報道

官談話では、「北朝鮮はいまや、十分な核兵器国となったことから、６者

協議は参加国が平等な姿勢で問題を交渉する軍縮会談とすべきだ」と述べ

ている(注25)。北朝鮮は、NPT脱退通告後、「核
・
抑

・
止
・
力」の保持は喧伝して

きたものの、「核
・
兵

・
器」という言葉は意図的に用いてこなかった。こうし

て北朝鮮は、国際社会が望むのとは逆の方向にグレーゾーンから脱却し、

核不拡散体制ではなく核兵器を「活用」するという姿勢を明確にしつつあ

る。 

 北朝鮮による核兵器の「活用」には、核戦力（核兵器、および核兵器搭

載可能な弾道ミサイル）の質的・量的増強、核爆発実験の実施、核兵器や

核分裂性物質などの第三国や非国家主体への輸出、さらには核兵器使用の

威嚇といった手段が考えられる。北朝鮮による核兵器の「活用」に見返り

を与えると、北朝鮮はさらなる見返りを要求するかもしれず、他の拡散懸

念国が北朝鮮の経験を参考にすることも十分に考えられる。しかしながら、

だからといって関係国や国際社会が対応しなければ、それは直ちに北朝鮮

の核戦力増強、北朝鮮による外貨獲得、あるいは危機の一層のエスカレー

トに発展し、地域の安全保障はもちろん、核不拡散体制にも深刻な脅威を

もたらすものとなろう。北朝鮮による核兵器の「活用」に対しては、この

両方の側面を十分に考慮して対応を検討しなければならないという難しさ

がある。 

 無論、北朝鮮の核問題が、６者協議を通じて外交的に解決されるのが望

ましいことは言うまでもない。しかしながら、北朝鮮が核不拡散体制の

「活用」を放棄し、核兵器の保有を既成事実化して、さらに核兵器を「活
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用」しようとしているとすれば、北朝鮮によるCVIDの受諾と実施を交渉

によって得ることは、容易ではないであろう。北朝鮮に対する軍事力の行

使も現実的ではないとすると、北朝鮮による核兵器能力の一部保有を黙認

あるいは容認しつつ事態の収拾を図るか、もしくは北朝鮮に対する封じ込

めや孤立化を強化していくことになろう。そして前者は、CVIDを求める

日米にとっては、少なくとも現状では受け入れがたい。 

 封じ込めや孤立化はリスクを伴なう選択肢であり、北朝鮮核問題の解決

をもたらす保証はないし、解決につながるとしても相当先のことになるか

もしれない。しかしながら、外交努力によっても軍事的手段によっても解

決が難しく、しかも北朝鮮の核兵器保有も容認も黙認もできないとすると、

残された方途は、封じ込めや孤立化を通じて北朝鮮の目的を可能な限り拒

否していくことしかない。外交努力を通じた解決を最優先としつつ、他方

で「拡散に対する安全保障構想（PSI）」の一層の強化、北朝鮮による麻

薬などの取引の取り締まり、国連安保理への北朝鮮問題の付託、あるいは

非軍事的制裁措置などといった施策を、現実の政策オプションとしていつ

でも実施可能なように用意しておくことで、北朝鮮に対する交渉のテコと

しても機能することが期待できるし、北朝鮮による核兵器の「活用」に対

応するとともに、北朝鮮からの核兵器あるいは核分裂性物質の第三国や非

国家主体への輸出を防止し、さらに国際社会が核兵器の拡散を許容しない

ことを北朝鮮にも、そして核兵器の取得に関心を持つ他の国にも認識させ

るものとなり得よう。 

 

３．核不拡散体制の役割 

 北朝鮮の核問題は、既存の核不拡散体制が、非核兵器国による核兵器開

発などに「活用」される余地が多分にあること、ならびに強い意思を持つ

非核兵器国の核兵器取得を必ずしも効果的に防止できるものではないこと

を示した。そして、北朝鮮の核問題が核不拡散体制によって直接的に解決

されるということは、もはや期待し難い。しかしながらこのことは、核不

拡散体制が北朝鮮問題との関連で果たすべき役割が全くないということを

意味するものではない。 

 そうした役割として考えられるのは、第一に、NPT運用検討会議や

IAEA総会・理事会など核不拡散体制に関連するあらゆる機会を用いて、



 

 - 24 -

北朝鮮の核兵器保有を許容も黙認もしないというメッセージを発すること

である。それが北朝鮮に核兵器保有の再考を促すとは、当然ながら考えに

くいが、逆にそうしたメッセージが出されなければ、北朝鮮の核兵器保有

が黙認あるいは容認されたという誤ったメッセージを北朝鮮、さらには核

兵器の取得を模索する他の国に送ることになりかねない。 

 第二に、北朝鮮からの核兵器あるいは核分裂性物質などの輸出や、大量

破壊兵器や弾道ミサイルに関連する北朝鮮の不法取引を防止するための施

策を講じることである。北朝鮮、パキスタン、イランおよびリビアなどは、

大量破壊兵器およびミサイルの開発や輸出などで協力し合う「拡散の輪

（proliferation rings）」を形成してきた(注26)。こうした拡散懸念国間の

協力は、核兵器取得までの時間とコストを大幅に短縮させ、また外貨獲得

の手段にもなる。だからこそ、「拡散の輪」を切断する努力が求められ、

リビアの大量破壊兵器廃棄はその意味でも重要な成果であった。 

 国際社会の各国が輸出管理体制を強化し実施することも重要である。こ

れは、北朝鮮への核関連資機材の輸出を防止するだけでなく、核の闇市場

の活動に利用されないことにも資する。後者について言えば、パキスタン

のカーン（A.Q. Khan）博士が中心となって構築していた闇市場ネット

ワークは、一定の産業能力を持つものの原子力供給国グループ（NSG）

など輸出管理レジームに参加しておらず輸出管理の国内実施措置も十分に

は講じられていない国などを活用して活動していた。 

 PSIは、大量破壊兵器および弾道ミサイル、ならびにそれらの関連資機

材が北朝鮮によって取引されるのを防止あるいは抑止することに貢献する

であろう。PSI参加国や協力国は、そうした能力の一層の強化に努め、ま

た情報の共有などを通じて実効性を高めるとともに、さらなる参加国や協

力国の獲得に向けた取り組み―現状では中国や韓国はPSIに参加してい

ない―が求められる。 

 第三に、北朝鮮による核兵器廃棄に備えて、北朝鮮に対する検証をいか

に実施するか、また核兵器、兵器級核分裂性物質および核関連施設などの

管理や廃棄をどのようにして進めるかなどを、事前に検討しておくことが

あげられる。検証については、どういったアクターにより実施されるか、

北朝鮮にどのような内容の申告や協力を要求するか、何をどのように査察

するか、未申告の活動や関連資機材などを高い精度で探知するためにはい
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かなる検証能力が必要か、といったことなどが検討項目にあげられ

る(注27)。 

 また北朝鮮は、核兵器、兵器級核分裂性物質、あるいは関連施設などを

廃棄する技術的・資金的能力に欠けると思われることから、協力的脅威削

減（CTR）プログラム、G８グローバル・パートナーシップ、あるいは旧

ソ連非核化支援などでの経験を参考に、北朝鮮に対する非核化支援策を検

討しておくことも有益であろう。こうした施策は、仮に北朝鮮の現体制が

急速に崩壊に向かう際、その核兵器や兵器級核分裂性物質を厳格に管理す

ることで、それらが国外に流出したり、未承認に使用されたりする可能性

を低減するためにも活用できるであろう 

 こうした取り組みと並行して、核不拡散体制の抜け穴や構造的欠陥を補

正し、同体制の実効性を高めていく努力も必要である。2005年NPT運用

検討会議では、核不拡散との関連では、条約違反をいかに判断し対応する

か、条約から脱退して核兵器取得を目指す国をどのように取り扱うか、原

子力平和利用、とりわけ濃縮・再処理活動が核兵器開発に転用される可能

性をいかにして低減するか、といったことに焦点が当てられるとみられる。

核不拡散体制が危機にあるとすれば、それは同時に同体制を強化する好機

でもある。北朝鮮核問題の解決に直接的に貢献する可能性は高くはないか

もしれないが、今後も生起し得る核兵器拡散問題に効果的に対応するため

に、核不拡散体制に対する諦念や悲観論に与せず、そうした取り組みを積

極的に推進することが求められる。 

 

おわりに 

 北朝鮮の核兵器開発は、国際社会から引き続き非難されている。これは、

国際社会が核兵器の拡散を許容しておらず、核不拡散体制の規範が弱体化

していないこと、ならびに同体制の意義も失われていないことを意味して

いる。さらに、核不拡散体制には北朝鮮が「活用」してきた抜け穴や構造

的欠陥があるにもかかわらず、大多数の国は核不拡散義務を遵守している。

これは核不拡散体制が磐石だということを意味しているわけではない。北

朝鮮問題をはじめとする核兵器拡散問題の解決に向けた努力がなされなく

なり、その核兵器の保有が黙認あるいは容認されるようになれば、核不拡

散体制の信頼性が低下し、同体制の規範も弱体化していくであろう。その
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先には、核兵器拡散の制御がきかない「第三次核時代」の到来が待ってい

るかもしれない。 

 もちろん、核兵器拡散問題という重大な安全保障問題の解決を、核不拡

散体制という1つの安全保障レジームだけに委ねるというのは、現実的で

はない。核兵器拡散問題の解決には、核不拡散体制の下での施策に加えて、

核兵器を取得しようとする国の動機や安全保障環境を考慮した個別的なア

プローチが不可欠である。核不拡散体制を主導する米国、関係諸国、ある

いは国連などによる非軍事的・軍事的措置の実施が求められることもあり

うる。 

 北朝鮮の核兵器拡散問題でも、解決に至る過程では、北朝鮮との取引や

妥協が求められるかもしれないし、北朝鮮に何らかのインセンティブを提

供する必要も出てくるであろう。しかしながら、それらはCVIDを導くも

のでなければならないし、CVIDの原則、あるいは核不拡散体制の規範に

反するような内容が盛り込まれるのは好ましくない。それは、北朝鮮に核

不拡散体制のグレーゾーンを「再活用」する余地を提供するだけでなく、

核兵器の取得を模索する他の国に、悪しき前例を示すことになりかねない。

北朝鮮の核兵器拡散問題の解決にとっても、核不拡散体制の将来にとって

も、有益ではない。こうした原則や規範の維持を揺るぎないものとするた

めにも、事態が好ましくない方向に進む場合に備えておくことが、外交的

解決の模索と同時に必要であろう。 
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